堺市パートナーシップ宣誓制度について資料1

（ファミリーシップ宣誓の導入）

1．性的少数者に係る取組について

　　本市では、人権課題の一つとして、LGBTQ＋などの性的少数者に対する支援の取組、また理解促進のための事業等を行っている。


理解促進に向けた取組
当事者支援の取組


・市民への啓発事業
（講演会、市ホームページへの記事掲載、
　イベントでのパネル展示など）
・市職員への研修

・相談事業（人権相談ダイヤル）
・堺市パートナーシップ宣誓制度








2．堺市パートナーシップ宣誓制度について

（1）堺市パートナーシップ宣誓制度とは
　　　お互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを宣誓した性的少数者の方に対して、市が「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度。平成31年4月開始。
　　　婚姻制度と異なり、法律上の効果が生じるものではないが、本制度を堺市が実施し、市民の理解を得ることで、性の多様性が尊重され、すべての人が自分らしく暮らすことのできる社会の実現をめざしている。

[bookmark: _Hlk181965294]　　　令和6年4月1日からは、性的少数者の方々の多様な家族のあり方を尊重し、性の多様性について一層の理解促進を図るため、本制度にファミリーシップ宣誓を導入した。

（2）ファミリーシップ宣誓導入について
　　　「将来子どもを二人で育てたいのでパートナー間だけでなく家族まで対象を広げてほしい」という制度利用者のニーズを踏まえ、性的少数者の方々の多様な家族のあり方を尊重するため、また性の多様性について理解促進を図るため、導入に至った。







（3）宣誓の対象者（要件）
　　　・双方が成年者
　　　・少なくとも一方が市内在住か転入予定
　　　・双方に配偶者や他のパートナーがいない
　　　・婚姻ができない近親者でない（パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合を除く）
　　
　　　ファミリーシップ宣誓の場合は以下2点も追加
[bookmark: _Hlk181965453]　　　・お二人いずれかの子又は親を含み、18歳未満の子については同居している又は親権者の同意を得ている
　　　・宣誓に含む子又は親の同意を得ている
[bookmark: _Hlk181965552]　　　（子については、年齢及び発達の程度に合わせた説明を行い、当該子の意思を十分に尊重する）


（4）必要書類
　　　提出書類
   　・住民票の写し又は住民票記載事項証明書
　　　　市内に住所を有していない場合は、いずれかが市内に転入を予定していることがわかる資料
   　・婚姻をしていないことを証明する書類

　　　ファミリーシップ宣誓の場合は以下2点も追加
   　・ファミリーシップ宣誓に含める子や親との関係が証明できる書類
   　・ファミリーシップ宣誓に含める子の親権者が確認できる書類（宣誓に含める子の親権者でない場合のみ）
　　　
　　　提示書類
　　　 本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど）
　　　 ※パートナーシップ関係にあるお二人のみ　ファミリーシップ宣誓に含める子や親は不要


（5）宣誓件数
	年度
	2019
（R1）
	2020
（R2）
	2021
（R3）
	2022
（R4）
	2023
（R5）
	2024※
（R6）
	累計

	パートナーシップ
宣誓件数
	13件
	15件
	12件
	9件
	13件
	13件
	75件

	ファミリーシップ
宣誓件数
	
	
	
	
	
	0件
	0件


　　※R6（2024）年は11月末時点




(6) 宣誓者が利用できる制度、サービス等
　　　宣誓で利用できる制度
   　・市営・府営住宅への申込
   　・犯罪被害者等への日常生活支援
   　・空き家の購入費用の一部補助
   　・堺市立総合医療センターでの面会、手術同意（一部、市外公立病院も可）
   　・自動車税の減免
   　
   　宣誓に関わらず利用できる制度
・里親制度
　　　・住民票の写しの請求
・死亡届の手続き
・犯罪被害者等支援総合相談窓口
・生活困窮者自立支援制度（住居確保給付金）
・生活保護制度
・妊娠届出や乳児家庭全戸訪問での面談の同席（堺市出産・子育て応援事業）
・堺市配偶者暴力相談支援センター（DV被害者の電話相談）
・堺公園墓地の使用の手続き

[bookmark: _Hlk181966984]　　　（下線の項目は令和6年3月～現在までに追加したもの）


（7） パートナーシップ宣誓制度の自治体間連携について
　　　転居に伴う再宣誓の手続きを簡略化することで、パートナーシップ宣誓当事者の方の負担軽減及び利便性の向上を図るため、令和4年9月から府内の制度実施自治体間で連携を開始した。さらに令和6年4月には「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に加入し、新たに府外の制度実施自治体との連携も開始した。
　　　現在は25府県の制度実施自治体（169自治体）で連携している。


 (8) 全国のパートナーシップ制度実施自治体数
459自治体　人口カバー率：85.1%（R6.5.31現在）
　(c)渋谷区・認定NPO法人 虹色ダイバーシティ 2024
